
自治会報　　　　　　　　

 様ですので楽しみにして下さい。

　　　＊市役所第３分庁舎 2階観光課内：☎０２９－８３０－８８０２（困ったときは、悩まず相談しましょう）
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市 人 口 世 帯 数

84,146人 38,308世帯

二次元コードよりアプリを取得　ダウンロードをして利用しましょう！

 天皇や皇族の神霊をまつる行事です。その後、庶民の間にも徐々に広がり、戦後「秋分の日」と改名されました。

 日ではありません。天文計算上、秋分の日は2044年まで９月23日です。　（うるう年に限り９月22日）

 秋分の日の正確な日程は、国立天文台が作成する「暦象年表」に基づいて閣議で決定されます。そのため、９月23日がいつも、秋分の

秋分の日〔祖先を敬い、亡くなった人々をしのぶ日〕

 【秋分とは】黄道と天の赤道が交わる２点のうち、片方の「秋分点」の上を太陽

 が通過する瞬間が「秋分」と定義され、その「秋分」を含む日が「秋分日」と呼

 ばれています。秋分日には太陽が真東　から昇り、真西に沈むため、昼と夜の長

 秋分の日が９月21日で月曜日である場合は、敬老の日と秋分の日が同じ日になります。しかし、今のところ振替休日については定義

 さがほぼ同じになり、秋分の日は、お彼岸の中日にあたります。

 【秋分の日】秋分の日は、1948年に公布、施行された「国民の祝日に関する法律」によって制定されました。

【地球の運動と季節】

 「祖先をうやまい、亡くなった人々をしのぶ日」とされています。

 戦前、秋分の日は「秋季皇霊祭（しゅうきこうれいさい）」と呼ばれていました。秋季皇霊祭とは、毎年秋分の日に宮中で、歴代の

防災うしく＝牛久市専用防災アプリ8月１日配信開始

牛久市の防災関連情報を1つにまとめたスマートフォン用アプリが配信されます。

●市からのお知らせ　　●地域防災マップの確認　　●情報収集リンク集　　●災害時安否確認

 暑さの定義が変わってきているようです。 地球の温暖化も世界中の環境に影響を与えて、干ばつ、水害、山火事など大きな災害

「防災用品点検の日」

 「防災用品点検の日」は、防災システム研究所の防災アドバイザー山村武彦氏が制定。

 関東大震災が起きた9月1日のほか、季節の変わり目となる3月1日・6月1日・12月1日の年4回。この日には全国で防災訓練が実施さ

 れる。また、個人でも非常用の飲料水・食料・消火器・避難ロープなどの防災用品の点検を実施する日。

 「防災用品点検の日」は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。

 ◎前記の『防災用品の点検』は、確かに季節ごと対応する必要があります。暑さ、寒さ、流行感冒に備えた見直し等に含め自治会で

 　配布させて頂いた、『多目的カード（地区班識別）』の内容の記載内容及び保管場所の確認を是非お願いします。

　＊『多目的カード』は、保管するのではなく、常日頃の自治会活動（会合・清掃活動他）に装着して頂きたくお願いします。

　● 自主防災会の全戸配布資料・回覧物にも関心をもって確認して下さい。また、下記「防災うしく」は、是非『活用できるように』

寺子屋『塾長』募集「個人・グループで何がしかの発信をしたい方」是非お持ちの知識・技の披露を！

＊近々の話では今後は、「処暑」は暑さが和らぐのではなく猛暑が減ることとか！

  2.自治会未加入者の方々から第４消防団への分担金として8/20現在20件の徴収させて頂き、会計部へ入金いたしました。

  3.牛久市タウンミーティング出席時の情報

   １）牛久市防災情報伝達システム整備について

 ましたが、最近ではマスコミなどで、最高気温が35度以上の日を「酷暑日」と表現し、一般にも「酷暑日」が浸透したようです。

 った時代、人々は この日を恐れて警 戒し、風を鎮める祭りを行って収穫の無事を祈るようになりました。

9月1日は「防災の日」

 「防災の日」は、1923年（大正12年）9月1日に発生した関東大震災にちなんで、1960年（昭和35年）に制定されました。

 立春（2月4日頃）から数えて210日目という意の「二百十日（にひゃくとおか）」は雑節の一つで、毎年9月1日頃にあたります。

日　　時

　　①防災無線局（放送塔114基）の建て替え工事を開始、R5/5からR7年度まで順次更新。（アナログ式からデジタル式へ）

　　　＊本更新工事で、音達範囲が現在の２５０ｍが５００ｍに広がる。

　　②牛久市防災アプリ（防災うしく）を導入し、8/1より配信しています。アプリのインストロールを行い活用して下さい。

　　③牛久市消費生活センターを活用して下さい。お困りごとの相談受付：月曜日から金曜日、9時～12時、13時～16時

　　土地利用計画などの諸施策の企画、立案、評価等の基礎資料として利用されています。 

 4. 令和5年度住宅・土地統計調査が10月1日実施されます。（今回対象は、1地区全般：但し5班と6班の一部を除く）

自治会の回覧情報については、ホームページに『回覧』のタイトルで掲載しています。

　　 ＊調査員が9月下旬から調査書類を配布するそうです。

　　把握し、その現状と推移を明らかにする調査です。この調査の結果は、住生活基本法に基づいて作成される住生活基本計画、

   ● 高齢者が狙われやすい悪質商法の手口と相談者の特徴（2019年）

　　　⁂契約者の年齢が、70歳代、60歳代、80歳代の順に多い。相談内容は、60歳代、70歳代では、「デジタルコンテンツ」

　　　　「インターネット接続回線」等の情報通信関連の相談、通販に関する相談が多い。他にリフォーム工事、訪問販売勧誘、

　　　　電話勧誘販売の相談が高齢になるにつれて増える傾向にある。

 ホール・事務室・洗面所

　●「住宅・土地統計調査」（5年ごと）は、我が国の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を

　【環境・会館施設部】からのご連絡

１地区１，２，３班

 ＊「健康マージャン」は、継続して毎月開催しています。参加希望者は申込お願いします。

 ＊寺子屋は、猛暑・残暑が厳しいと思いますので当面、お休みさせて頂きます。来館の際は、ゆっくり涼んでお帰り下さい。

 最高気温が35度以上になる日が増えたことから、気象庁は2007年4月1日に予報用語を改正し、35度以上の日を「猛暑日」とし

「自治会」からのご連絡

 が発生すると共に、我々の生活の中でも「猛暑日＝35℃を超える」が記録更新を続けているようです。

自治会長　山田　俊克

か け は し
No　０４０

 9月（長月：日増しに夜が長くなるので「ながつき」になったとか）。初秋（処暑）暑さが和らぐ頃を意味しますが、近年は

　　　　　　　HP　　　　　　　　　　　　　〔第2つつじが丘自治会と「会員」の「はしわたし」〕

２０２３年 ９月 １日
発行責任者

「自治会寺子屋」は毎月第４火曜日午後から開催します。

 残暑なお厳しき折、夏の疲れが出やすい時節、くれぐれも体調を崩されませんようご自愛ください。

 今年度から、敬老の日の祝賀行事は、自治会としては実施致しませんが、牛久市として75歳以上の方々様には直接お祝いする

区
民
会
館
で
は
、

手
指
消
毒
・
検
温
は
継
続
で
す
！
　
　
　
残
暑
が
厳
し
い
日
が
続
き
ま
す
。

熱
中
症
対
策
を
十
分
に
行
っ

て
下
さ
い
！

（トイレ含む）会議会場設営

令和５年９月の区民会館（室内・屋外）の清掃、班長会議の会場設営を、次の通り予定しています。

班長（１地区１班）９月17日（日）9時30分まで集合

　　お知らせ掲示版　　　　　　　　　　　　　　【自治会寺子屋開催連絡】

 厄日として戒めました。台風の襲来は、農家だけでなく漁師にとっても生死に関わる問題です。現在のように台風の予測ができなか

 １. 緊急時連絡先の登録に関して、見直し及び新規登録を随時受付しています。（8月現在221件登録連絡頂いています。）

 この頃は稲が開花するとても重要な時期ですが、農作物に甚大な影響を与える台風が襲来することが多く、過去の経験からこの日を

R５年度 自治会会員数(8/21現在)

自治会の必要性をご理解の上、自治会維持のため「専門部」への入会お願いします。

４３２（世帯） 自治会総務部

　人口1,124人＝65歳以上583人（男262人、女321人）で高齢化率52.0%です。

自治会

会員状況

(行政区）
　第２つつじが丘 令和5年 8月1日現在517世帯　男 534 女590人  合計1,124人

 秋分の日には、家族でお墓参りや寺で開かれる彼岸会（ひがんえ）に行く方もいると思います。秋分の日は、お墓参りや仏壇周りの

 されていません。　秋分の日が９月21日で月曜日になる年は、天文計算上では2876年です。

　2023年 8月 1日現在

 食べて楽しむ「春の七草」に対し、萩（はぎ）・桔梗（ききょう）・葛（くず）・藤袴（ふじばかま）・女郎花（おみなえし）

 掃除をしましょう。

●環境部門より　【二小通学路の自治会自主清掃のお知らせ】

◎実施日：9月10日（日）午前8時より30分程度　◎場　所：二小前坂道及びプール周り　＊地区班の分担は回覧等参照

 よもや話「四方山話」　　　　　　　　　　　　　「秋の七草」＆「秋の彼岸」

 ・尾花（おばな）・撫子（なでしこ）が「秋の七草」。冬の前に咲き誇る花を愛でるものです。

 秋分の日を中日とした７日間は「秋の彼岸」、お墓参りや法要など、先祖供養の日とされています。また、1日のうち昼と夜の

 あんの両方があり「おはぎ」は秋に収穫したばかりの小豆で粒あんに、「ぼた餅」は冬を越して固くなった小豆でこしあんにし

 長さが同じになるのが秋分です。秋分の日にお供えする「おはぎ」は、春には「ぼた餅」とよばれます。あんには粒あん、こし

 てつくって いたそうです。秋の萩、春の牡丹に見立てて御萩、牡丹餅とよんでいました。              「おいしい暮らし研究所」より抜粋


